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市
政
な
ど
に
関
す
る
苦
情
を
、
公

正
で
中
立
的
な
立
場
の
オ
ン
ブ
ズ

パ
ー
ソ
ン（
語
源
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

語
で
、
市
民
に
代
わ
っ
て
権
利
を
守

る
人
）が
迅
速
に
調
査
し
解
決
す
る

制
度
で
す
。

　

必
要
に
応
じ
て
市
な
ど
に
対
し
、

意
見
、
勧
告
、
制
度
の
改
善
な
ど
を

提
言
し
ま
す
。

　

26
年
度
の
相
談
件
数
は
６
件
で
、

そ
の
う
ち
苦
情
申
し
立
て
に
至
っ
た

▼ 総合オンブズパーソン制度の苦情申し立て内容
と結果（要約）
苦情申し立て内容
【　】内は担当部

結果（オンブズパーソンによる
調査、意見、勧告など）

市からの要請で寄
付した土地につい
て（25年度からの
継続案件）
【都市整備部】

苦情申し立てを取り下げる旨の
申し出があったため、調査を中
止した。

東部出張所の職員
の対応について
【市民部】

市に対して、市民サービスの現
場における接遇について、モ 
ラルとスキルの改善向上を実
現すべく、積極的かつ継続的
に取り組むよう要望した。

私道の水道工事に
関する水道部の対
応について
【水道部】

市は、私道内配水管布設工事を
行うための要件や、申請方法な
どを明確にする要綱などを定
め、市民に公表すべきである。
また、過去に不適切な工事事例
があったことなどを議会に報
告し、市民に公表すべきである。

学校の担任につい
て【学校教育部】

平成27年度へ調査継続

いじめに対する学
校及び教育委員会
の対応について
【学校教育部】

平成27年度へ調査継続

総
合
オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ
ン
制
度

も
の
は
４
件
で
し
た
。
苦
情
申
し
立

て
の
内
容
と
結
果
は
左
の
表
の
と
お

り
で
す
。

　

26
年
度
の
運
用
状
況
を
取
り
ま

と
め
た「
平
成
26
年
度
昭
島
市
総
合

オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ
ン
運
用
状
況
報
告

書
」は
、市
役
所
２
階
行
政
資
料
コ
ー

ナ
ー
、
あ
い
ぽ
っ
く
、
各
市
立
会
館
、

市
民
図
書
館
な
ど
で
ご
覧
い
た
だ
け

ま
す
。
ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　
市
が
行
っ
て
い
る
業
務
や
職
員
の

行
為
に
対
し
て
、違
法
、不
適
当
な
ど

と
感
じ
た
場
合
、
自
身
の
利
害
に
関

す
る
こ
と
な
ら
、
ど
な
た
で
も
苦
情

を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
そ
の
事
実
が
あ
っ
た
日

の
翌
日
か
ら
１
年
を
経
過
し
た
こ

と
、
裁
判
な
ど
で
係
争
中
の
こ
と
ま

た
は
確
定
し
た
こ
と
、
議
会
に
関
す

る
こ
と
な
ど
を
除
き
ま
す
。

　
市
の
機
関
だ
け
で
な
く
、
市
と
協

定
を
結
ん
だ
公
共
的
団
体
、
民
間
福

祉
事
業
者
、
私
立
保
育
園
な
ど
も
対

象
に
な
り
ま
す
。
協
定
を
結
ん
で
い

る
事
業
者
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
い
た
だ
く
か
、
オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ

ン
・
市
政
相
談
担
当
へ
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。

　

苦
情
申
立
書（
市
の
施
設
に
あ
る

ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
も
可
）を
、市
役
所
オ
ン
ブ

ズ
パ
ー
ソ
ン
・
市
政
相
談
担
当
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。郵
送（
専
用
封
筒

あ
り
）や
フ
ァ
ッ
ク
ス
544
５
１
２
１

で
も
提
出
で
き
ま
す
。

　
調
査
の
結
果
は
、
苦
情
を
申
し
立

て
た
方
に
文
書
で
通
知
し
ま
す
。

　
ま
た
、
オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ
ン
が
市

に
対
し
て
、
意
見
、
勧
告
、
提
言
を

し
た
場
合
は
、
そ
の
内
容
と
、
市
が

行
っ
た
是
正
な
ど
の
措
置
も
報
告
し

ま
す
。

　
オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ
ン
に
よ
る
相
談

（
月
４
回
／
予
約
制
）を
実
施
し
て
い

ま
す
。
相
談
日
は「
広
報
あ
き
し
ま
」

の
毎
月
１
日
号
に
掲
載
し
て
い
ま

す
。

☆
詳
し
く
は
、オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ
ン・

市
政
相
談
担
当
へ
。

平
成
26
年
度
の
運
用
状
況
の
概
要

苦
情
申
し
立
て
の
対
象

苦
情
申
し
立
て
の
方
法

調
査
の
結
果

苦
情
に
関
す
る
相
談
は
オ
ン
ブ
ズ

パ
ー
ソ
ン
相
談
へ

教育に関する大綱を策定

　法律の改正に伴い、地域の実情に応
じ、教育、学術及び文化の振興に関す
る総合的な施策の大綱を定めることと
なりました。
　５月28日に開催された総合教育会議
での協議を踏まえ、第五次昭島市総合
基本計画の基本構想におけるまちづく
りの理念として掲げる「人間尊重」と「環
境との共生」のもと、教育に関する大綱
を定めました。
　この大綱に基づき、第２次昭島市教育
振興基本計画の確実な実現に努めます。
　大綱は、市役所２階行政資料コーナー
及び市ホームページでご覧いただけま
す。
☆詳しくは、企画政策課へ。

総
合
オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ
ン
制
度
と

は

苦情対応の流れ

②調査、
　是正勧告、
　 制度改善
の提言

苦情申立人

⑤
市
民
へ
の
公
表

①苦情の
　申し立て

④調査結果の通知

③勧告等に
　対する
　措置の報告

オンブズパーソン

＊市の機関
＊ 市と協定を結ん
だ公共的団体、
民間福祉事業者
など


